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16 余暇の活用  

障害児親子レクリエーション 児 ○身○知

〔対象者〕 

身体障害（肢体不自由）又は知的障害のある子どもとその保護者 

〔内容〕 

交流や話し合いの場として、バスハイクなどを行っています。 

〔窓口〕 

肢体不自由 ········· あ ゆ み の 会 戸畑区汐井町１-６（ウェルとばた６階） 

ＴＥＬ８８１-６８１８ ＦＡＸ８８１-６８７０

知 的 障 害 ········· 手をつなぐ育成会 戸畑区沖台二丁目４-８（育成会会館３階）

ＴＥＬ８８４-１５００ ＦＡＸ８８４-１５０１

レクリエーションキャンプ ○身

〔対象者〕

１５歳以上の在宅の肢体不自由者 

〔内容〕 

夏季に実施するキャンプです。 

集団生活を通じてのレクリエーション活動を行います。 

実施日程は「市政だより」でお知らせします。 

〔窓口〕 

保健福祉局障害福祉企画課 ＴＥＬ ５８２-２４５３

教養・趣味の講座 ○身○知○精

〔対象者〕

各種障害のある人 

〔内容〕 

東部障害者福祉会館と西部障害者福祉会館では、障害のある人のための各種講座を開催して

います。料金は無料（ただし材料費は実費負担）です。 

講座の内容、実施時期などは「市政だより」でお知らせします。 

〔窓口〕 

東部障害者福祉会館、西部障害者福祉会館（１６頁） 

障害者スポーツ大会 ○身○知○精

障害のある人の健康維持、体力の向上等を図るとともに、社会参加を促進することを目的とし

て毎年５月下旬ごろ北九州市障害者スポーツ大会を開催しています。この大会は毎年国体開催県

で開かれる全国障害者スポーツ大会の予選も兼ねており、選抜された北九州市代表選手が派遣さ

れます。 

大会日時や申し込みについては「市政だより」でお知らせします。 
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アビリンピック福岡（福岡県障害者技能競技大会） ○身○知○精

〔対象者〕

障害のある人（一部競技種目に障害種別の制限があります） 

〔内容〕 

この大会は、障害のある人が日ごろ職場等で培った職業技能を競うことにより、①その職業
能力の向上を図るとともに、②企業や社会一般の方が障害のある人に対する理解と認識を深
め、③その雇用の促進と地位の向上を図ること、を目的として開催しております。 

〈大会種目(11 競技予定)〉 
①ワード・プロセッサ、②データベース、③ＤＴＰ、④ホームページ、⑤パソコンデータ入
力、⑥表計算、⑦パソコン操作、⑧オフィスアシスタント、⑨ビルクリーニング、⑩製品パ
ッキング、⑪喫茶サービス 

詳細は、以下、福岡支部「地方アビリンピック」を参照して下さい。 
http://www.jeed.or.jp/location/shibu/fukuoka/40_ks.html 

〔窓口〕 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構福岡支部 高齢･障害者業務課 

ＴＥＬ０９２-７１８-１３１０
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北九州市障害者スポーツセンター「アレアス」 ○身○知○精

障害のある人の健康維持、体力の向上等を目的として設置された施設です。障害のある人及び

その介護者１人までは無料です。障害のある人が専用で利用できる時間帯も設けています。 

〔内容〕 

（１）開館時間 ９：００～２１：００ 

（２）休館日 毎週火曜日（その日が休日の場合は翌日）及び年末年始 

（３）障害者専用利用時間帯 毎週木曜日１２：００～ ２１：００及び 

 毎週土曜日 ９：００～ １２：００及び 

毎週日曜日 ９：００ ～ １２：００

（４）施設概要 

 施 設 名 利 用 内 容  

１

階

スタジオ１ エアロビクスやヨガなど、様々な運動が可能です。 

講師を招いての各種プログラムも実施しています。 スタジオ２ 

トレーニング室 
各種トレーニングマシンを設置しています。 

視覚に障害のある人や車椅子を使用する方も利用できます。 

屋内温水プール 

（２５ｍ×５コース） 

歩行専用コースも設けています。 

水中運動プログラムや障害者水泳教室等も実施しています。 

赤ちゃんルーム 授乳やオムツ替えを行うことができます。 

２

階

卓球室 卓球台を６台設置しています。 

視覚障害者専用卓球室 防音仕様の専用室が２部屋あります。 

会議室（３室） 

会議室１（６６ｍ２）と会議室２（１５８ｍ２）は一体使用が可能です。 

会議室３（５０ｍ２）は和室仕様です。各種の講演会、講習会から、趣味・

教養の講座、イベント会場などに利用できます。 

多目的室 
障害者グループの多様な活動場所として利用できます。また、一般市民

への貸出しも行います。 

相談室 障害のある人のスポーツ活動や健康づくりに関する相談を行います。 

美術活動室 障害のある人の美術活動や作品展示等に貸し出します。 

団体連絡室 ボランティア等の交流場所として利用できます。 

談話コーナー 

営業スペース 
テーブル、椅子などのある休憩コーナーや喫茶・売店等があります。 

３

階
体育館（１，０４５ｍ２） 

バスケットボールコート１面（バレーボールコート２面）の広さがあり、

各種スポーツ活動等に利用できます。 

（５）事業概要 

障害のある人に、幅広いニーズに応じてスポーツを楽しんでいただくとともに、各

種のスポーツ教室やスポーツ大会、指導員や支援ボランティア育成のための研修会、

地域交流イベント等も実施しています。 

名 称 所 在 地 電話＜ファックス＞番号 最寄りの交通機関 

北九州市 

障害者スポーツセンター「アレアス」

〒８０２-００６１

小倉北区三郎丸三丁目

４-１ 

９２２-００２６ 

＜９２２-００４１＞

モノレール「香春口三萩野駅」

西鉄バス「北九州市民球場前」

− 107 −



- 108 -                                    □16  余暇の活用 

中央図書館郵送貸出制度 ○身○知

〔対象者〕

北九州市内に居住する在宅の人で、次のいずれかに該当し、来館が困難な人 
① 身体障害者手帳の交付を受け、１級から３級までと認定されている人 
② 戦傷病者手帳の交付を受け、外部機能障害の特別項症から第２項症まで、又は、内臓機能

障害の特別項症から第３項症までと認定されている人 
③ 療育手帳の交付を受け、障害の程度の判定がＡと認定されている人 

〔内容〕 

貸出冊数 一人１０冊まで。但し、郵送時の総重量が３ｋｇ以内の冊数。 
貸出期間 １ヶ月以内 
郵送料 無料（図書館で負担） 

〔窓口〕 

中央図書館奉仕課 ＴＥＬ ５７１-１４８１ ＦＡＸ ５７１-１４８４

公共施設使用料の減免 ○身○知○精

〔対象者〕

① 身体障害者手帳をもっている方 
及び身体障害者手帳１～４級の方が使用する場合その介護の方１人

② 療育手帳をもっている方及びその介護の方１人 
③ 精神障害者保健福祉手帳をもっている方及びその介護の方１人 
※ 施設によって、手帳の対象が本市発行のものに限る場合や、介護の方の人数等が異なる

場合があるため詳細は各施設にお問合せください。 

〔内容〕 

市のスポーツ施設、文化施設、遊興施設、青少年の家の使用料等が減免されます。 
いずれの場合も窓口で身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳を提示
し、使用の承諾を受けてください。なお、減免の対象となる介護者の方の使用料等は障害の
ある人本人と同じ取り扱いです。詳細は各施設へお問い合わせください。 
① スポーツ施設  

次の市営施設で「共用使用料」が無料になります。（冷暖房設備使用料、照明設備使用
料、共用使用料の割増料金及び専用使用料は減免の対象から除かれます） 

●体育館 ●庭球場 ●陸上競技場 ●プール（アドベンチャープールを含む） 
●柔剣道場 ●弓道場 ●武道場 ●スポーツセンター 

② 文化施設等  
次表の施設で「入場料」又は「観覧料」が無料になります。（特別展については、別途
入場料が必要な場合があります） 

施 設 名 所 在 地 電話＜ファックス＞番号 

北 九 州 市 門 司 麦 酒 煉 瓦 館 〒８００-００６３ 門司区大里本町三丁目６-１ 
３８２-１７１７ 

＜３８２-１５６６＞ 

九 州 鉄 道 記 念 館 〒８０１-０８３３ 門司区清滝二丁目３-２９
３２２-１００６ 

＜３３２-７２３３＞ 

関 門 海 峡 ミ ュ ー ジ ア ム 

〒８０１-０８４１ 門司区西海岸一丁目３-３ 
３３１-６７００ 

＜３３２-８２７３＞ 

わ た せ せ い ぞ う ギ ャ ラ リ ー 〒８０１-０８５２ 門司区港町７-１８ 
（旧大阪商船内） 

３２１-４１５１ 
＜３３２-８２７３＞ 

門 司 港 レ ト ロ 展 望 室 〒８０１-０８５３ 門司区東港町１-３２-３１階 
３２１-４１５１ 

＜３３２-８２７３＞ 

旧 門 司 三 井 倶 楽 部 〒８０１-０８５２ 門司区港町７-１ 
３２１-４１５１ 

＜３３２-８２７３＞ 

北 九 州 市 漫 画 ミ ュ ー ジ ア ム 〒８０２-０００１ 小倉北区浅野二丁目１４-５ 
 （あるあるＣｉｔｙ５階・６階）

５１２-５０７７ 
＜５１２-５１３０＞ 

※リニューアル工事のため、平成30 年4 月
から休館 
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施 設 名 所 在 地 電話＜ファックス＞番号 

北 九 州 市 立 文 学 館 〒８０３-０８１３ 小倉北区城内４-１ 
５７１-１５０５ 

＜５７１-１５２５＞ 

北 九 州 市 立 松 本 清 張 記 念 館 〒８０３-０８１３ 小倉北区城内２-３ 
５８２-２７６１ 

＜５６２-２３０３＞ 

北 九 州 市 小 倉 城 〒８０３-０８１３ 小倉北区城内２-１ 
５６１-１２１０ 

＜５６１-５２４６＞ 

小倉城庭園（愛称：小笠原会館） 〒８０３-０８１３ 小倉北区城内１-２ 
５８２-２７４７ 

＜５６２-５２６５＞ 

北 九 州 市 響 灘 ビ オ ト ー プ 〒８０８-００２１ 若松区響町一丁目１２６-１ 
７５１-２０２３ 

＜７５１-２２００＞ 

北 九 州 市 立 児 童 文 化 科 学 館 〒８０５-００６８ 八幡東区桃園三丁目１-５ 
６７１-４５６６ 

＜６７１-４５６８＞ 

北九州産業技術保存継承センター 
（北九州イノベーションギャラリー） 〒８０５-００７１ 八幡東区東田二丁目２-１１

６６３-５４１１ 
＜６６３-５４２２＞ 

いのちのたび博物館 

（自然史・歴史博物館）
〒８０５-００７１ 八幡東区東田二丁目４-１ 

６８１-１０１１ 
＜６６１-７５０３＞ 

北九州市立長崎街道木屋瀬宿記念館 〒８０７-１２６１ 八幡西区木屋瀬三丁目１６-２６
６１９-１１４９ 

＜６１７-４９４９＞ 

北 九 州 市 立 美 術 館 

本
館

〒８０４-００２４ 戸畑区西鞘ケ谷町２１-１ 
８８２-７７７７ 

＜８６１-０９５９＞ 

分
館

〒８０３-０８１２ 小倉北区室町一丁目１-１ 
 （リバーウォーク北九州５階）

５６２-３２１５ 
＜５６２-３３０６＞ 

③ 公園施設 
白野江植物公園とグリーンパークで「入園料」が無料になります。また、到津の森公園

で「入園料」の５割が割引になります。 

（障害者手帳をもっている方の介護の方１名は、白野江植物公園とグリーンパークで
「入園料」が無料に、到津の森公園で「入園料」の５割が割引になります。） 

施 設 名 所 在 地 電話＜ファックス＞番号 

白 野 江 植 物 公 園 〒８０１-０８０２ 門司区白野江二丁目 
３４１-８１１１ 

＜３４１-８４４４＞ 

到 津 の 森 公 園 〒８０３-０８４５ 小倉北区上到津四丁目１-８ 
６５１-１８９５ 

＜６５１-１９１７＞ 

グ リ ー ン パ ー ク 〒８０８-０１２１ 若松区大字竹並１００６番地 
７４１-５５４５ 

＜７４１-５４９９＞ 

④ 青少年の家 
市内の７施設で「使用料」が無料になります。 

（冷暖房設備使用料、シーツ等使用料は減免の対象から除かれます） 

⑤ 子育て支援施設 
子どもの館で「１日共通利用券（個人）の料金」が減免になります。 
子育てふれあい交流プラザで「プレイゾーンの１日利用券の料金」が減免になります。 

（両施設とも、障害者手帳をもっている方は減免、その介護の方１名は無料です） 

施 設 名 所 在 地 電話＜ファックス＞番号 

子 ど も の 館 〒８０６-００２１ 八幡西区黒崎三丁目１５-３ 
 コムシティ７階 

６４２-５５５５ 
＜６４２-５６７７＞ 

子 育 て ふ れ あ い 交 流 プ ラ ザ 〒８０２-０００１ 小倉北区浅野三丁目８-１ 
 ＡＩＭ３階 

５２２-４１５０ 
＜５２２-４１５６＞ 
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